
 

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
く
公
表 

 

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
、
同
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
。
な
お
、
本
件
に
か
か
る
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
と
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
六
月
三

十
日
ま
で
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
四
日 株

式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構 

代
表
取
締
役 

池
田 

憲
人 

 
 

１ 

支
援
決
定
を
行
っ
た
件
数 

 
 

四
十
六
件 

 

２ 

買
取
申
込
み
等
期
間
の
延
長
を
行
っ
た
件
数 

 
 

一
件 

３ 

支
援
決
定
を
撤
回
し
た
件
数 

 
 

該
当
な
し 

４ 

買
取
決
定
を
行
っ
た
対
象
事
業
者
の
概
要
及
び
買
取
り
に
係
る
債
権
の
元
本
総
額 

 
 

買
取
決
定
を
行
っ
た
対
象
事
業
者
の
概
要 

 
 
 

一 

宮
城
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
震
災
に
よ
り
建
物
及
び
設
備
が
損
壊
） 

 
 
 

二 

岩
手
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
が
全
壊
し
、
商
品
在
庫
も
全
て
流
出
） 

 
 
 

三 

宮
城
県
沿
岸
部
の
介
護
事
業
者
（
津
波
に
よ
り
施
設
が
流
出
） 

 
 
 

四 

宮
城
県
沿
岸
部
の
食
肉
卸
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
、
設
備
、
ほ
ぼ
全
て
の
資
産
が
流
出
） 

 
 
 

五 

宮
城
県
沿
岸
部
の
食
品
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
工
場
、
設
備
が
流
出
） 

 
 
 

六 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
工
場
が
全
壊
し
、
設
備
及
び
商
品
も
流
出
） 

 
 
 

七 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
物
販
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
建
物
が
全
壊
し
、
設
備
等
も
流
出
） 

 
 
 

八 

宮
城
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
建
物
が
全
壊
し
、
備
品
及
び
在
庫
も
流
出
） 

 
 
 

九 

宮
城
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
商
品
が
流
出
し
、
設
備
も
損
壊
） 

 
 
 

十 

青
森
県
沿
岸
部
の
娯
楽
業
者
（
震
災
に
よ
り
設
備
が
破
損
、
間
接
被
害
に
よ
る
売
上
減
少
） 

 
 
 

十
一 

岩
手
県
沿
岸
部
の
飲
食
業
者
（
津
波
に
よ
り
店
舗
が
全
壊
、
調
理
用
器
具
が
流
出
し
、
営
業
用
車
両
も
廃
車
） 



十
二 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
工
場
が
全
壊
し
、
原
材
料
も
流
出
） 

十
三 

宮
城
県
沿
岸
部
の
飲
食
業
者
（
津
波
に
よ
り
店
舗
が
浸
水
し
、
設
備
備
品
が
一
部
損
壊
） 

十
四 

宮
城
県
沿
岸
部
の
食
品
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
店
舗
、
工
場
、
倉
庫
が
全
壊
し
、
在
庫
も
全
て
流
出
） 

十
五 

福
島
県
浜
通
り
の
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
、
本
社
事
務
所
が
全
壊
） 

十
六 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
加
工
工
場
が
全
壊
） 

十
七 

宮
城
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
一
階
部
分
が
水
没
し
、
工
場
内
設
備
が
使
用
不
能
） 

十
八 
宮
城
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
売
場
及
び
工
場
が
浸
水
） 

十
九 
宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
、
工
場
、
倉
庫
が
全
壊
し
、
在
庫
も
全
て
流
出
） 

二
十 

宮
城
県
内
陸
部
の
食
品
卸
売
業
者
（
震
災
に
よ
り
建
物
が
損
壊
、
風
評
被
害
に
よ
る
売
上
減
少
） 

二
十
一 

青
森
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
震
災
に
よ
る
間
接
被
害
） 

二
十
二 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
兼
店
舗
、
加
工
工
場
が
全
壊
） 

二
十
三 

福
島
県
中
通
り
の
小
売
業
者
（
地
震
に
よ
り
店
舗
が
及
び
商
品
が
損
壊
） 

二
十
四 

岩
手
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
・
倉
庫
が
被
災
し
、
在
庫
も
流
出
） 

二
十
五 

宮
城
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
・
店
舗
・
工
場
が
全
壊
し
、
在
庫
も
流
出
） 

二
十
六 

宮
城
県
沿
岸
部
の
印
刷
業
者
（
津
波
に
よ
り
設
備
が
損
壊
し
、
製
品
及
び
原
材
料
が
使
用
不
能
） 

二
十
七 

宮
城
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
店
舗
が
浸
水
し
、
商
品
が
全
て
流
出
） 

二
十
八 

福
島
県
中
通
り
の
不
動
産
賃
貸
業
者
（
震
災
に
よ
り
本
社
建
物
が
損
壊
） 

二
十
九 

茨
城
県
沿
岸
部
の
飲
食
業
者
（
震
災
に
よ
り
店
舗
が
全
壊
） 

三
十 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
建
物
及
び
倉
庫
が
全
壊
し
、
各
種
設
備
や
在
庫
も
流
出
） 

三
十
一 

岩
手
県
沿
岸
部
の
冠
婚
葬
祭
業
者
（
津
波
に
よ
り
店
舗
が
全
壊
し
、
在
庫
も
流
出
） 

三
十
二 

岩
手
県
沿
岸
部
の
自
動
車
整
備
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
及
び
事
務
所
が
全
壊
） 

三
十
三 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
製
造
設
備
及
び
在
庫
に
甚
大
な
被
害
） 

三
十
四 

宮
城
県
沿
岸
部
の
酒
類
製
造
販
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
建
物
が
倒
壊
、
倉
庫
及
び
設
備
が
損
壊
し
、
在
庫
も
流
出
） 

三
十
五 

岩
手
県
久
慈
市
の
製
材
業
者
（
震
災
に
よ
り
設
備
が
損
壊
） 

三
十
六 

福
島
県
浜
通
り
の
宿
泊
業
者
（
震
災
に
よ
る
建
物
損
壊
、
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
売
上
減
少
） 

三
十
七 

茨
城
県
南
部
の
水
産
加
工
業
者
（
震
災
に
よ
り
本
社
建
物
が
一
部
損
壊
。
出
荷
制
限
措
置
に
よ
る
売
上
減
少
） 

三
十
八 

栃
木
県
南
部
の
娯
楽
業
者
（
震
災
に
よ
り
施
設
及
び
設
備
が
損
壊
。
竜
巻
に
よ
る
被
害
で
修
繕
中
施
設
が
更
に
損
壊
） 



三
十
九 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
、
加
工
所
及
び
冷
蔵
施
設
が
全
壊
） 

四
十 

長
野
県
の
宿
泊
業
者
（
震
災
に
よ
り
施
設
が
損
壊
。
風
評
被
害
に
よ
る
売
上
減
少
） 

四
十
一 

岩
手
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
震
災
に
よ
り
在
庫
が
滅
失
） 

四
十
二 

栃
木
県
北
部
の
不
動
産
業
者
（
震
災
に
よ
り
事
務
所
が
損
壊
。
風
評
被
害
に
よ
る
売
上
減
少
） 

四
十
三 

宮
城
県
沿
岸
部
の
運
送
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
事
務
所
及
び
工
場
が
全
壊
し
、
車
両
も
流
出
） 

四
十
四 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
及
び
設
備
が
損
壊
） 

四
十
五 

宮
城
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
が
浸
水
し
、
設
備
類
も
全
て
使
用
不
能
） 

四
十
六 
岩
手
県
沿
岸
部
の
小
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
二
店
舗
が
被
災
し
、
建
物
及
び
倉
庫
が
全
て
流
出
） 

四
十
七 

岩
手
県
沿
岸
部
の
運
送
業
者
（
津
波
に
よ
り
所
有
ト
ラ
ッ
ク
及
び
ト
レ
ー
ラ
ー
が
流
出
） 

四
十
八 

宮
城
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
が
全
壊
、
工
場
も
大
規
模
な
損
壊
を
受
け
、
商
品
が
流
出
） 

四
十
九 

宮
城
県
仙
台
市
の
飲
食
業
者
（
震
災
に
よ
り
店
舗
内
設
備
が
損
壊
） 

五
十 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
及
び
設
備
が
損
壊
し
、
在
庫
も
流
出
。
風
評
被
害
に
よ
る
売
上
減
少
） 

五
十
一 

岩
手
県
沿
岸
部
の
建
設
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
事
務
所
が
浸
水
し
、
器
具
及
び
備
品
が
流
出
） 

五
十
二 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
及
び
工
場
が
全
壊
） 

五
十
三 

岩
手
県
沿
岸
部
の
自
動
車
修
理
販
売
業
者
（
震
災
に
よ
り
事
務
所
が
損
壊
、
津
波
に
よ
り
営
業
用
車
両
が
流
出
） 

五
十
四 

青
森
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
震
災
に
よ
り
機
械
等
設
備
が
損
壊
） 

五
十
五 

岩
手
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
施
設
、
設
備
及
び
商
品
が
流
出
） 

五
十
六 

宮
城
県
沿
岸
部
の
運
送
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
社
事
務
所
及
び
車
庫
が
損
壊
。
業
務
用
車
両
も
大
半
が
流
出
） 

五
十
七 

青
森
県
沿
岸
部
の
建
設
業
者
（
震
災
に
よ
り
受
注
キ
ャ
ン
セ
ル
が
相
次
い
だ
こ
と
で
売
上
減
少
） 

五
十
八 

岩
手
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
が
全
壊
流
出
） 

五
十
九 

宮
城
県
沿
岸
部
の
建
設
業
者
（
津
波
に
よ
り
自
宅
兼
事
務
所
が
全
壊
し
、
重
機
等
の
設
備
も
流
出
） 

六
十 

岩
手
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
事
務
所
、
工
場
及
び
設
備
が
全
て
流
出
） 

六
十
一 

福
島
県
中
通
り
の
飲
食
業
者
（
震
災
に
よ
り
店
舗
及
び
設
備
が
損
壊
。
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
売
上
減
少
） 

六
十
二 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
工
場
が
全
壊
し
、
在
庫
等
も
流
出
） 

六
十
三 

宮
城
県
仙
台
市
の
倉
庫
業
者
（
震
災
に
よ
り
営
業
所
、
倉
庫
及
び
設
備
が
損
壊
） 

六
十
四 

宮
城
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
設
備
が
損
壊
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
切
断
に
よ
り
在
庫
破
棄
） 

六
十
五 

福
島
県
中
通
り
の
農
産
物
加
工
・
卸
売
業
者
（
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
風
評
被
害
で
売
上
減
少
） 



六
十
六 

青
森
県
沿
岸
部
の
水
運
業
者
（
震
災
に
よ
り
所
有
す
る
船
舶
が
全
壊
） 

六
十
七 

福
島
県
中
通
り
の
製
造
業
者
（
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
る
風
評
被
害
で
売
上
減
少
） 

六
十
八 

宮
城
県
仙
台
市
の
理
容
業
者
（
震
災
に
よ
り
シ
ャ
ン
プ
ー
台
等
の
店
舗
内
設
備
が
損
壊
） 

六
十
九 

岩
手
県
沿
岸
部
の
菓
子
製
造
販
売
業
者
（
津
波
に
よ
り
本
店
及
び
支
店
が
全
壊
） 

 
 

買
取
り
に
係
る
債
権
の
元
本
総
額 

八
十
九
億
七
千
三
百
三
万
八
千
円 

５ 

出
資
決
定
を
行
っ
た
対
象
事
業
者
の
概
要
及
び
出
資
総
額
（
債
務
の
株
式
化
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
物
出
資
さ
れ
た
債
権
の
元
本 

総
額
） 

 
 

出
資
決
定
を
行
っ
た
対
象
事
業
者
の
概
要 

 
 
 

一 

宮
城
県
沿
岸
部
の
製
造
業
者
（
震
災
に
よ
り
建
物
及
び
設
備
が
損
壊
） 

 
 
 

二 

青
森
県
沿
岸
部
の
水
産
加
工
業
者
（
津
波
に
よ
り
設
備
及
び
在
庫
が
流
出
） 

 
 

出
資
総
額 

 
 
 

四
千
百
万
円 

６ 

対
象
事
業
者
に
係
る
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
の
類
型
（
債
務
の
免
除
、
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
類
型
を
い
う
。）
ご
と
の
当
該
処
分
を
行 

っ
た
件
数
及
び
対
象
事
業
者
に
係
る
株
式
又
は
持
分
の
譲
渡
そ
の
他
の
処
分
の
類
型
（
譲
渡
、
消
却
そ
の
他
の
類
型
を
い
う
。
）
ご
と
の
当
該

処
分
を
行
っ
た
件
数
並
び
に
当
該
処
分
時
に
お
け
る
対
象
事
業
者
に
対
す
る
当
該
債
権
の
元
本
総
額
（
信
託
の
引
受
け
に
係
る
債
権
を
除
く
。）

及
び
処
分
後
に
お
け
る
対
象
事
業
者
に
対
す
る
当
該
債
権
の
元
本
総
額
（
信
託
の
引
受
け
に
係
る
債
権
を
除
く
。） 

 
 
 
 
 
 

債
務
の
免
除
を
行
っ
た
件
数 

 
 
 
 

二
十
六
件 

 
 
 

当
該
処
分
時
に
お
け
る
対
象
事
業
者
に
対
す
る
当
該
債
権
の
元
本
総
額
（
信
託
の
引
受
け
に
係
る
債
権
を
除
く
。） 

 
 
 
 

三
十
億
八
千
三
百
四
十
三
万
五
千
円 

 
 
 

処
分
後
に
お
け
る
対
象
事
業
者
に
対
す
る
当
該
債
権
の
元
本
総
額
（
信
託
の
引
受
け
に
係
る
債
権
を
除
く
。） 

 
 
 
 

二
十
億
五
千
九
十
二
万
七
千
円 

７ 

一
の
支
援
決
定
に
係
る
全
て
の
再
生
支
援
を
完
了
し
た
対
象
事
業
者
の
概
要
及
び
対
象
事
業
者
に
対
し
て
行
っ
た
買
取
決
定
に
係
る
債
権
の 

買
取
価
格
の
総
額
（
信
託
の
引
受
け
に
係
る
債
権
を
除
く
。） 

該
当
な
し 


